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  令和８年 第２回（３月） 筑紫野市議会定例会 

【総務市民委員会 委員長報告】 

 

議案第３号から議案第６号までの４件について、審査の経過と結

果をご報告いたします。 

まず、『議案第３号 筑紫野市職員等の旅費に関する条例及び証

人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定』の件に

ついて、ご報告いたします。 

本件は、交通体系の多様化、宿泊料金の変動等の社会経済情勢の

変化に対応するため、国家公務員の旅費制度改正に準じた制度に見

直しを行うため、条例の一部を改正するものです。 

委員会では、制度の見直しにより、精算事務の負担が増加するこ

とはないのかとの質疑があり、宿泊費が固定額から上限付実費に変

更となることにより、金額の確認作業は発生するが、年間件数は数

十件であると見込んでいるため、大きな負担にはならないのではな

いかと考えているとの答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

 

次に、『議案第４号 筑紫野市犯罪被害者等支援条例の制定』の

件について、ご報告いたします。 

本件は、犯罪被害者等基本法、及び福岡県犯罪被害者等支援条例

に基づき、本市における犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減
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を図ることを目的として、条例を制定するものです。 

委員会では、具体的にどういう事例を想定しているのかとの質疑

があり、執行部からは、事案として、故意による殺人、性犯罪、死

亡ひき逃げ事件などで、警察が被害を受けたと確認できる場合が対

象となるとの答弁がありました。また、一委員からは、条例を制定

する意義についての質疑があり、国や県だけではなく、市としても

犯罪被害者等に対する支援を行うという姿勢を表すことに意義が

あるとの答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

 

次に、『議案第５号 筑紫野市地域コミュニティ推進条例の一部

を改正する条例の制定』の件について、ご報告いたします。 

本件は、令和８年３月末をもって、二日市コミュニティ運営協議

会が解散し、同年４月から二日市わがまち協議会、二日市北コミュ

ニティ協議会および天拝ふるさと協議会が設立されることに伴い、

条例の別表において規定する団体の区域に変更が生じるため、条例

の一部を改正するものです。 

質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

次に、『議案第６号 筑紫野市国民健康保険税条例の一部を改正

する条例の制定』の件について、ご報告いたします。 
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 本件は、令和１５年度の県内市町村での国保税率の統一に向け、

県が示した標準保険税率に沿って、本市の国民健康保険税率を改定

するため、条例の一部を改正するものです。 

委員会では、標準保険税率において、少子化対策財源に充てるた

め、子ども子育て支援金分が新設されているが、子育て世帯に負担

増が生じている点について、市としてどのように整理しているのか

との質疑があり、執行部からは、国保税の課税には、所得割、均等

割、平等割があるが、子ども子育て支援金分のうち、平等割は全世

帯に課されるが、所得割及び均等割では、子どもは算定対象となっ

ていない仕組みであるため、課税額は全体的に引き上げられるもの

の、子育て世帯への負担は最小限に抑えられているとの答弁があり

ました。また、一委員からは、課税額が引き上げられることに伴う、

市民負担の増加を抑えるために、市として対策はできないのかとの

質疑があり、執行部からは、国保の仕組みにおいて、市独自で免除

規定を設け、保険料の引き下げを行うことは、財源が不足すること

につながり、それを一般会計から補うことは、赤字補填目的の繰入

にあたり、国や県から厳しく禁じられているとの答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

 以上、報告を終わります。 
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令和８年 第２回（３月） 筑紫野市議会定例会 

【総務市民委員会 委員長報告】 

 

議案第１５号及び議案第１６号の件について、審査の経過と結果

をご報告いたします。 

まず、『議案第１５号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画』

の件について、ご報告いたします。 

本件は、令和８年度に辺地での公共的施設の整備を行う際、その

必要経費について、特別措置法の適用を受けることによる財政負担

の軽減を図るため、新たに総合整備計画を策定するものです。 

委員会では、竜岩自然の家の空調設備新設を予定しているとのこ

とだが、これによる施設の運営方針と活用ビジョンはとの質疑があ

り、執行部からは、当該整備により、快適な施設の運営を行うこと

で、より魅力ある施設として活用できるものと考えているとの答弁

がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

 

 次に、『議案第１６号 字の区域及び名称の変更』の件につい

て、ご報告いたします。 

本件は、大字萩原の一部、および大字筑紫の城山地区の一部を、

『むさしヶ丘五丁目』とするため、地方自治法第２６０条第１項の

規定に基づき、字の区域及び名称の変更を行うものです。 
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委員会では、対象となる方への手続き上の支援をどのように行う

のかとの質疑があり、執行部からは、住宅が建築され、転入や転居

の手続きをされる方には、住所の設定に関することを丁寧にお伝え

していくとの答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

以上、報告を終わります。 
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令和８年 第２回（３月） 筑紫野市議会定例会 

【総務市民委員会 委員長報告】 

 

『議案第２０号 令和７年度筑紫野市国民健康保険事業特別会

計補正予算（第４号）』の件について、審査の経過と結果をご報告

いたします。 

本件の主な内容は、歳出については、特定健康診査や保健指導

負担金の精算額確定による１３９万４千円の増額など、歳入につ

いては、財政安定化支援事業繰入額の確定による、６，８４１万

４千円の減額などをするもので、歳入歳出それぞれ１，９３３万

９千円を減額し、歳入歳出予算の総額を９８億１，４３２万１千

円とするものです。 

委員会では、財政安定化支援事業繰入金減額の要因はとの質疑

があり、執行部からは、財政安定化支援事業繰入金は、県が被保

険者の保険料負担能力、高齢化の進行具合、病床数などを勘案し

算定している。今年度は、かなり多めの繰り入れがあった令和５

年度を含めた過去３年の実績をもとに予算計上していたが、想定

より県の算出した額が少なかったことから、大幅な減額となった

との答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

 以上、報告を終わります。 
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令和８年 第２回（３月） 筑紫野市議会定例会 

【総務市民委員会 委員長報告】 

 

議案第２２号から議案第２４号までの３件について、審査の経過

と結果をご報告いたします。 

まず、『議案第２２号 令和７年度筑紫野市二日市財産区特別会

計補正予算（第１号）』の件について、ご報告いたします。 

本件の内容は、行政視察の中止に伴う特別旅費の減額補正及び繰

越金の増額に伴う積立金の増額補正で、歳入歳出それぞれ４３万 

５千円を増額し、歳入歳出予算の総額を３３５万６千円とするもの

です。 

なお、この予算は２月１０日に開催された管理会の同意を得て提

案されました。 

質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

次に、『議案第２３号 令和７年度筑紫野市御笠財産区特別会計

補正予算（第１号）』の件について、ご報告いたします。 

本件は、歳出において、育林事業縮小による委託料を６２万７千

円減額、及び前年度繰越金確定による積立金を４４９万５千円増額

し、歳入においては、前年度繰越金確定などにより、歳入歳出それ

ぞれ３８６万８千円増額し、歳入歳出予算の総額を６４５万３千円

とするものです。 
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なお、この予算は２月１３日に開催された管理会の同意を得て提

案されました。 

質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

次に、『議案第２４号 令和７年度筑紫野市平等寺山財産区特別

会計補正予算（第１号）』の件について、ご報告いたします。 

本件の主な内容は、育林事業等委託料の減額および前年度繰越金

の確定に伴う積立金の増額補正などで、歳入歳出それぞれ 

１，０４８万６千円を増額し、歳入歳出予算の総額を５，４７８万

２千円とするものです。 

なお、この予算は２月１２日に開催された管理会の同意を得て提

案されました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって、原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

以上、報告を終わります。 
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令和８年 第２回（３月） 筑紫野市議会定例会 

【総務市民委員会 委員長報告】 

 

議案第２８号及び議案第２９号の件について、審査の経過と結果

をご報告いたします。 

まず、『議案第２８号 令和８年度筑紫野市国民健康保険事業特

別会計予算』の件について、ご報告いたします。 

本予算は、保険給付事業が主なものであり、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ９４億６，４８３万１千円とするものです。 

委員会では、被保険者数が減少し、一人当たりの保険給付費が増

加する状況が続いた場合、国保財政は中長期的に持続可能かとの質

疑があり、執行部からは、今後、県下において税率が統一されれば、

財政の安定は期待できる、また、後発医薬品の使用や早期の健診受

診などの啓発に努め、医療費抑制を図っていくとの答弁がありまし

た。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

 

次に、『議案第２９号 令和８年度筑紫野市住宅新築資金等貸付

事業特別会計予算』の件について、ご報告いたします。 

本予算は、貸付金の償還が主な事業であり、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ１７８万１千円とするものです。 

質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり
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可決すべきものと決しました。 

以上、報告を終わります。 
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令和８年 第２回（３月） 筑紫野市議会定例会 

【総務市民委員会 委員長報告】 

 

『議案第３２号 令和８年度筑紫野市後期高齢者医療事業特別

会計予算』の件について、審査の経過と結果をご報告いたします。 

本予算は、福岡県後期高齢者医療広域連合への納付金が主なもの

であり、歳入歳出予算をそれぞれ３５億２，８２７万９千円とする

ものです。 

委員会では、令和８年度から子ども子育て支援金分の徴収が始ま

り、高齢者にとって新たな負担が生じるが、高齢者に対し、今後ど

のような説明をしていくのかとの質疑があり、執行部からは、国や

県がＱ＆Ａのリーフレットを作成しており、納税通知書に同封する

などして制度への理解をいただく取り組みを行い、丁寧な対応に努

めていきたいとの答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

以上、報告を終わります。 
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令和８年 第２回（３月） 筑紫野市議会定例会 

【総務市民委員会 委員長報告】 

 

議案第３５号から議案第３７号までの３件について、審査の経過

と結果をご報告いたします。 

まず、『議案第３５号 令和８年度筑紫野市二日市財産区特別会

計予算』の件について、ご報告いたします。 

本予算は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２９２万１千円とする

ものであり、湯町駐車場の維持管理が主な事業です。 

なお、この予算は２月１０日に開催された管理会の同意を得て提

案されました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決 す

べきものと決しました。 

 

次に、『議案第３６号 令和８年度筑紫野市御笠財産区特別会計

予算』の件について、ご報告いたします。 

本予算は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２，８７８万６千円と

するものであり、育林および山林の管理が主な事業です。 

なお、この予算は２月１３日に開催された管理会の同意を得て提

案されました。 

質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり

可決 すべきものと決しました。 
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次に、『議案第３７号 令和８年度筑紫野市平等寺山財産区特別

会計予算』の件について、ご報告いたします。 

本予算は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３，３５２万２千円と

するものであり、育林および山林の管理が主な事業です。 

なお、この予算は２月１２日に開催された管理会の同意を得て提

案されました。 

委員会では、委託料における巡視業務は、どのようなものかとの

質疑があり、執行部からは、見回りだけではなく、作業道の軽微な

修繕や倒木の処理などを行っているとの答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

以上、報告を終わります。 

 


